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衆
議
院
議
員
前
田
雄
�
君
提
出
観
光
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す
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�
に
つ
い
て

株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
（
以
下
「
Ｒ
Ｃ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
が
確
認
し
て
い
る
範
囲
で
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
事
業
再
生
を
目
的

と
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た
件
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
の
間
に
六

件
、
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
ま
で
の
間
に
六
件
及
び
平
成
十
九
年
四
月
に
二
件
で
あ
り
、
そ
の
業
種
に
つ

い
て
は
、
建
設
業
が
一
件
、
医
療
業
が
四
件
及
び
旅
館
業
が
九
件
で
あ
り
、
そ
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
東
北
地
方
（
青
森
県
、

岩
手
県
、
宮
城
県
、
秋
田
県
、
山
形
県
及
び
福
島
県
）
が
三
件
、
関
東
地
方
（
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千

葉
県
、
東
京
都
及
び
神
奈
川
県
）
が
五
件
、
北
陸
地
方
（
新
潟
県
、
富
山
県
、
石
川
県
及
び
福
井
県
）
が
一
件
、
中
部
地
方

（
山
梨
県
、
長
野
県
、
岐
阜
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
及
び
三
重
県
）
が
一
件
、
関
西
地
方
（
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、

兵
庫
県
、
奈
良
県
及
び
和
歌
山
県
）
が
二
件
及
び
中
国
地
方
（
鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
及
び
山
口
県
）
が
二

件
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

一



破
産
手
続
は
、
債
務
者
の
資
産
を
処
分
し
、
換
価
し
て
債
権
者
に
平
等
に
配
当
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
い
わ
ゆ
る
清
算

型
の
手
続
で
あ
り
、
債
務
者
で
あ
る
企
業
の
再
生
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
清
算
の
一
手
段
と
し
て
、
債
務
者
の

事
業
を
譲
渡
し
、
そ
の
事
業
の
再
生
を
図
る
例
は
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
破
産
手
続
を
含
む
各
種
の
倒
産
手
続
の

う
ち
、
ど
の
手
続
を
利
用
す
る
か
は
、
個
別
の
事
案
に
応
じ
た
債
権
者
、
債
務
者
等
の
関
係
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
破
産
手
続
を
利
用
し
た
事
業
再
生
を
政
府
と
し
て
奨
励
し
た
事
実
は
な
い
。

�
に
つ
い
て

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
上
、
破
産
者
の
営
業
又
は
事
業
の
譲
渡
は
、
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
の
処

分
に
該
当
し
、
そ
の
権
限
は
、
裁
判
所
が
選
任
し
た
破
産
管
財
人
に
専
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
営
業
又
は
事
業
の
譲
渡
を
す

る
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た
事
例
の
う
ち
、
事
業
の
譲
渡
が
行
わ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
破
産
管
財
人
が
選
定
し
た
事
業
譲
渡
先
に
譲
渡
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
事
業
譲
渡
先
の
選
定
は
、
総

債
権
者
の
利
益
の
た
め
に
活
動
す
る
職
務
を
有
す
る
破
産
管
財
人
が
そ
の
裁
量
で
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
破
産
管
財
人
は
、

善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
、
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二



�
に
つ
い
て

破
産
法
は
、
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
る
破
産
手
続
に
限
ら
ず
、
破
産
手
続
一
般
に
つ
い
て
、
公
正
さ
を
確
保
し
つ
つ
、
そ

の
迅
速
化
及
び
合
理
化
を
図
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
事
案
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う

な
目
的
に
沿
っ
た
手
続
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
案
は
、
迅
速
な
手
続
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
確
認
し
て
い
る
範
囲
で
は
、
御
指
摘
の
「
外
の
四
件
の
旅
館
ホ
テ
ル
」
の
う
ち
、
一
件
に
つ
い
て
は
、
民
事
再

生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
再
生
手
続
廃
止
の
決
定
の
確
定
後
、
裁
判
所
が
職
権
で
、
破
産

手
続
開
始
の
決
定
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
三
件
に
お
け
る
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
日
か
ら
破
産
手
続
開
始

の
決
定
が
あ
っ
た
日
ま
で
の
日
数
は
、
一
件
が
即
日
、
二
件
が
七
日
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
と
、
審
理

回
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

破
産
者
の
債
務
に
係
る
連
帯
保
証
人
に
つ
い
て
も
、
財
産
の
適
正
か
つ
公
平
な
清
算
を
行
う
必
要
性
が
あ
る
た
め
、
支
払

三



不
能
そ
の
他
の
破
産
手
続
開
始
の
原
因
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
連
帯
保
証
人
の
債
権
者
は
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
原
則
禁
止
」
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
は
、
種
々
の
事
情
に
よ
り
民
事
再
生
手
続
若
し
く
は
会
社
更
生
手
続
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
又

は
、
債
務
者
に
よ
る
不
正
、
財
産
の
隠
ぺ
い
等
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
と
債
務
者
の
間
で
は

解
決
が
困
難
な
場
合
に
、
手
続
の
公
平
性
及
び
透
明
性
を
確
保
し
、
貸
付
債
権
等
に
つ
い
て
最
大
限
の
回
収
を
図
る
た
め
、

破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
破
産
手
続
き
の
濫
用
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら

な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
は
、
回
収
指
針
と
し
て
「
「
契
約
の
拘
束
性
の
追
求
」
、
「
人
間
の
尊
厳
の
確

保
」
、
「
企
業
再
生
の
追
求
」
と
い
う
三
つ
の
指
針
の
交
点
を
求
め
る
」
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
関
係
法
令
及
び

自
ら
の
回
収
指
針
に
従
い
、
個
々
の
債
務
者
の
実
情
等
を
十
分
に
把
握
し
適
切
な
対
応
に
努
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い

る
。な

お
、
破
産
法
上
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
後
は
、
裁
判
所
が
選
任
し
た
破
産
管
財
人
が
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
の
管

理
及
び
処
分
を
行
い
、
別
除
権
の
目
的
で
あ
る
財
産
の
受
戻
し
に
つ
い
て
は
、
破
産
管
財
人
が
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
行
う

四



こ
と
と
さ
れ
、
破
産
債
権
者
に
対
す
る
配
当
に
つ
い
て
は
、
破
産
管
財
人
が
同
法
に
定
め
ら
れ
た
順
位
に
従
っ
て
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
「
実
質
、
租
税
や
、
一
般
債
権
者
へ
の
配
当
を
削
減
し
て
、
旅
館
ホ
テ
ル
売
却

代
金
の
ほ
と
ん
ど
の
独
り
占
め
を
ね
ら
っ
て
破
産
の
手
法
を
使
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い

と
考
え
る
。

五


